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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の二次電池の充放電を管理する複数の管理部から前記複数の二次電池に関するステ
ータス情報を取得する取得部と、
　取得された前記ステータス情報を記憶する記憶部と、
　外部から入力される節電要求、および、記憶された前記ステータス情報に基づいて、充
電を制御する制御信号を出力する前記二次電池を選択し、選択した前記二次電池を管理す
る前記管理部へ前記制御信号を出力する指令部と、
が設けられ、
　前記取得部は、前記二次電池の配置位置に関する位置情報を更に取得するものであり、
　前記記憶部は、それぞれの前記二次電池について予め定められた充電が行われる場所、
または、他の場所と比較して容易に充電を行うことができる場所に関する特定場所情報が
記憶され、
　前記指令部は、それぞれの前記二次電池について、前記位置情報で示される配置位置が
前記特定場所情報で示される場所に含まれるか否かに基づいて、削減可能な消費電力量を
推定し、推定した削減可能な消費電力量に基づいて前記二次電池を選択することを特徴と
する二次電池制御装置。
【請求項２】
　前記二次電池は、移動が可能な機器に搭載されるとともに当該機器に電力を供給するも
のであり、
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　前記指令部は、記憶された前記ステータス情報および当該ステータス情報に紐付けされ
ている時刻情報に基づいて前記機器における稼働状況を推定し、推定した稼働状況に基づ
いて前記複数の二次電池の中から充電を制御する前記二次電池を選択することを特徴とす
る請求項１記載の二次電池制御装置。
【請求項３】
　前記指令部は、前記取得部が、入力された前記制御信号に基づく充電の制御を行わない
回答信号を前記管理部から取得した場合には、選択された前記二次電池とは異なる他の二
次電池を選択し、前記他の二次電池の充放電の管理を行う他の管理部に対して前記制御信
号を出力することを特徴とする請求項１または２に記載の二次電池制御装置。
【請求項４】
　前記記憶部には、前記制御信号が要求する消費電力の削減量と、前記制御信号に基づく
充電の制御によって削減された消費電力量と、が前記二次電池および当該二次電池に対応
する前記管理部の少なくとも一方と対応付けして記憶され、
　前記指令部は、前記制御信号が要求する消費電力の削減量、および、前記制御信号に基
づく充電の制御によって削減された消費電力量に基づいて、それぞれの前記二次電池にお
いて削減可能な消費電力量を推定し、推定した削減可能な消費電力量に基づいて前記二次
電池を選択することを特徴とする請求項１または２に記載の二次電池制御装置。
【請求項５】
　充放電が可能とされた複数の二次電池に対する充放電を制御し、かつ、前記複数の二次
電池に関するステータス情報を収集する複数の管理部と、
　前記管理部が収集した前記ステータス情報を通知する通知部と、
　前記通知部から通知された前記ステータス情報を取得する取得部と、
　取得された前記ステータス情報を記憶する記憶部と、
　外部から入力される節電要求、および、記憶された前記ステータス情報に基づいて、充
電を制御する制御信号を出力する前記二次電池を選択し、選択した前記二次電池に対する
充電を制御する制御信号を出力する指令部と、
が設けられ、
　前記取得部は、前記二次電池の配置位置に関する位置情報を更に取得するものであり、
　前記記憶部は、それぞれの前記二次電池について予め定められた充電が行われる場所、
または、他の場所と比較して容易に充電を行うことができる場所に関する特定場所情報が
記憶され、
　前記指令部は、それぞれの前記二次電池について、前記位置情報で示される配置位置が
前記特定場所情報で示される場所に含まれるか否かに基づいて、削減可能な消費電力量を
推定し、推定した削減可能な消費電力量に基づいて前記二次電池を選択することを特徴と
する二次電池制御システム。
【請求項６】
　複数の二次電池の充放電を管理する複数の管理部から前記複数の二次電池に関するステ
ータス情報を取得する取得ステップと、
　取得された前記ステータス情報を記憶する記憶ステップと、
　外部から入力される節電要求、および、記憶された前記ステータス情報に基づいて、充
電を制御する制御信号を出力する前記二次電池を選択し、選択した前記二次電池に対する
充電を制御する制御信号を前記管理部へ出力する指令ステップと、
を有し、
　前記取得ステップは、前記二次電池の配置位置に関する位置情報を更に取得し、
　前記記憶ステップは、それぞれの前記二次電池について予め定められた充電が行われる
場所、または、他の場所と比較して容易に充電を行うことができる場所に関する特定場所
情報を記憶し、
　前記指令ステップは、それぞれの前記二次電池について、前記位置情報で示される配置
位置が前記特定場所情報で示される場所に含まれるか否かに基づいて、削減可能な消費電
力量を推定し、推定した削減可能な消費電力量に基づいて前記二次電池を選択することを
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特徴とする二次電池制御方法。
【請求項７】
　コンピュータに、
　複数の二次電池の充放電を管理する複数の管理部から前記複数の二次電池に関するステ
ータス情報を取得する取得機能と、
　取得された前記ステータス情報を記憶する記憶機能と、
　外部から入力される節電要求、および、記憶された前記ステータス情報に基づいて、充
電を制御する制御信号を出力する前記二次電池を選択し、選択した前記二次電池に対する
充電を制御する制御信号を前記管理部へ出力する指令機能と、
を実現させ、
　前記取得機能は、前記二次電池の配置位置に関する位置情報を更に取得し、
　前記記憶機能は、それぞれの前記二次電池について予め定められた充電が行われる場所
、または、他の場所と比較して容易に充電を行うことができる場所に関する特定場所情報
を記憶し、
　前記指令機能は、それぞれの前記二次電池について、前記位置情報で示される配置位置
が前記特定場所情報で示される場所に含まれるか否かに基づいて、削減可能な消費電力量
を推定し、推定した削減可能な消費電力量に基づいて前記二次電池を選択することを特徴
とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池制御装置、二次電池制御システム、二次電池制御方法、および、プ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力システム改革の一環として、２０１７年４月にネガワット取引市場が設立されるな
ど、デマンドレスポンスやＶＰＰ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐａｗｅｒ　Ｐｌａｎｔ：仮想発電
所）などへの関心が高まっている。
【０００３】
　デマンドレスポンスやＶＰＰを実現するにあたり、有効なエネルギーリソースの一つと
してリチウムイオン蓄電池などの二次電池が注目されている。これまでに各種の蓄電シス
テム（蓄電池と逆変換装置等を組み合わせたシステム）が提案されている（例えば、特許
文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１４９８３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　デマンドレスポンスやＶＰＰを実現する専用の蓄電システムを設ける場合、蓄電システ
ムを導入する費用が高額になるという問題があった。費用が高額になると、導入費用（投
資）の回収が困難となるため導入が進みにくくなる。
【０００６】
　これに対して特許文献１では、ノート型ＰＣ等の情報処理装置に搭載された蓄電池の蓄
電残量に基づいて、当該情報処理装置への外部電力の供給または停止を切り替える制御が
行われている。つまり、専用の蓄電システムを設ける場合と比較して、導入費用を抑えや
すくなっている。
【０００７】
　しかしながら、上述の特許文献１に記載の技術では、単に蓄電池の蓄電残量に基づいた
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制御を行うものであるため、デマンドレスポンス等で要求される消費電力の抑制量を満た
すことが難しい場合もあるという問題があった。
【０００８】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、二次電池をネガワット
リソースに利用しやすくする二次電池制御装置、二次電池制御システム、二次電池制御方
法、および、プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明は、以下の手段を提供する。
　本発明第１の態様に係る二次電池制御装置は、二次電池の充放電を管理する管理部から
前記二次電池に関するステータス情報を取得する取得部と、取得された前記ステータス情
報を記憶する記憶部と、外部から入力される節電要求、および、記憶された前記ステータ
ス情報に基づいて、充電を制御する制御信号を出力する前記二次電池を選択し、選択した
前記二次電池を管理する前記管理部へ前記制御信号を出力する指令部と、が設けられてい
ることを特徴とする。
【００１０】
　本発明第２の態様に係る二次電池制御システムは、充放電が可能とされた二次電池に対
する充放電を制御し、かつ、前記二次電池に関するステータス情報を収集する管理部と、
前記管理部が収集した前記ステータス情報を通知する通知部と、前記通知部から通知され
た前記ステータス情報を取得する取得部と、取得された前記ステータス情報を記憶する記
憶部と、外部から入力される節電要求、および、記憶された前記ステータス情報に基づい
て、前記二次電池に対する充電を制御する制御信号を出力する指令部と、が設けられてい
ることを特徴とする。
【００１１】
　本発明第３の態様に係る二次電池制御方法は、二次電池の充放電を管理する管理部から
前記二次電池に関するステータス情報を取得する取得ステップと、取得された前記ステー
タス情報を記憶する記憶ステップと、外部から入力される節電要求、および、記憶された
前記ステータス情報に基づいて、前記二次電池に対する充電を制御する制御信号を前記管
理部へ出力する指令ステップと、を有することを特徴とする。
【００１２】
　本発明第４の態様に係るプログラムは、コンピュータに、二次電池の充放電を管理する
管理部から前記二次電池に関するステータス情報を取得する取得機能と、取得された前記
ステータス情報を記憶する記憶機能と、外部から入力される節電要求、および、記憶され
た前記ステータス情報に基づいて、前記二次電池に対する充電を制御する制御信号を前記
管理部へ出力する指令機能と、を実現させることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の第１の態様に係る二次電池制御装置、第２の態様に係る二次電池制御システム
、第３の態様に係る二次電池制御方法、第４の態様に係るプログラムによれば、二次電池
関するステータス情報に基づいて二次電池を選択し、選択した二次電池に対して充電を制
御する制御信号が出力される。このように充電を制御することにより、二次電池において
消費される電力の削減が図られる。充電の制御には、充電を停止させる制御や、充電を再
開（開始）させる制御や、充電する時間を制限する制御や、充電する電力を制限する制御
や、充電する時間を延長させる制御などが含まれる。
【００１４】
　なお、ステータス情報は、二次電池における充電状態、二次電池に充電可能な電力量、
および、二次電池と当該二次電池へ電力の充電を行う充電機との接続状態の少なくとも１
つを含む情報である。
【００１５】
　上記発明の第１の態様において前記二次電池は、移動が可能な機器に搭載されるととも
に当該機器に電力を供給するものであり、前記指令部は、記憶された前記ステータス情報
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に基づいて前記機器における稼働状況を推定し、推定した稼働状況に基づいて複数の二次
電池の中から充電を制御する二次電池を選択することが好ましい。
【００１６】
　このように二次電池が搭載される機器における稼働状況を推定し、推定した稼働状況に
基づいて二次電池を選択することにより、ステータス情報のみに基づいて二次電池を選択
する場合と比較して、消費電力の削減を図りやすくなる。
【００１７】
　上記発明の第１の態様において前記指令部は、前記取得部が、入力された前記制御信号
に基づく充電の制御を行わない回答信号を前記管理部から取得した場合には、選択された
前記二次電池とは異なる他の充放電部を選択し、前記他の充放電部の充放電の管理を行う
他の管理部に対して前記制御信号を出力することが好ましい。
【００１８】
　このように選択された二次電池において制御信号に基づく充電制御が行われない場合に
は他の充放電部を選択することにより、他の二次電池の選択を行わない場合と比較して、
消費電力の削減を図りやすくなる。他の充放電部としては、二次電池や、キャパシタなど
電力の充電および放電が可能なエネルギーリソースを例示することができる。
【００１９】
　上記発明の第１の態様において前記記憶部には、前記制御信号が要求する消費電力の削
減量と、前記制御信号に基づく充電の制御によって削減された消費電力量と、が前記二次
電池および当該二次電池に対応する前記管理部の少なくとも一方と対応付けして記憶され
、前記指令部は、前記制御信号が要求する消費電力の削減量、および、前記制御信号に基
づく充電の制御によって削減された消費電力量に基づいて、それぞれの前記二次電池にお
いて削減可能な消費電力量を推定し、推定した削減可能な消費電力量に基づいて前記二次
電池を選択することが好ましい。
【００２０】
　このように制御信号が要求する消費電力の削減量、および、制御信号に基づく充電の制
御によって削減された消費電力量に基づいて、それぞれの二次電池において削減可能な消
費電力量を推定し、推定に基づいて二次電池を選択することにより、削減可能な消費電力
量の推定を行わない場合と比較して消費電力の削減を図りやすくなる。
【００２１】
　上記発明の第１の態様において前記取得部は、前記二次電池の配置位置に関する位置情
報を更に取得するものであり、前記記憶部は、それぞれの前記二次電池について予め定め
られた特定の場所に関する特定場所情報が記憶され、前記指令部は、それぞれの前記二次
電池について、前記位置情報で示される配置位置が、前記特定場所情報で示される特定の
場所に含まれるか否かに基づいて削減可能な消費電力量を推定し、推定した削減可能な消
費電力量に基づいて前記二次電池を選択することが好ましい。
【００２２】
　このように二次電池の配置位置、および、予め定められた特定の場所に基づいて削減可
能な消費電力量を推定し、推定に基づいて二次電池を選択することにより、推定しない場
合と比較して消費電力の削減を図りやすくなる。配置位置に関する位置情報としては、Ｇ
ｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍを含む位置測位システムを利用して
測定された位置情報や、二次電池が搭載された機器について付与されたネットワークアド
レスに基づいて取得される位置情報などを例示することができる。また、予め定められた
特定の場所としては、二次電池への充電が可能な場所を例示することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の第１の態様に係る二次電池制御装置、第２の態様に係る二次電池制御システム
、第３の態様に係る二次電池制御方法、および、第４の態様に係るプログラムによれば、
二次電池関するステータス情報に基づいて二次電池を選択し、選択した二次電池に対して
充電を制御する制御信号を出力することにより、二次電池をネガワットリソースに利用し
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やすくなるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る二次電池制御システムの構成を説明するブロック
図である。
【図２】図１の管理部における制御を説明するフローチャートである。
【図３】図１の指令部における制御を説明するフローチャートである。
【図４】図１の指令部における制御を説明するフローチャートである。
【図５】第１の実施形態に係る二次電池制御システムの第１変形例を説明するブロック図
である。
【図６】第１の実施形態に係る二次電池制御システムの第２変形例を説明するブロック図
である。
【図７】第１の実施形態に係る二次電池制御システムの第３変形例を説明するブロック図
である。
【図８】第１の実施形態に係る二次電池制御システムの第４変形例を説明するブロック図
である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る二次電池制御システムの構成を説明するブロック
図である。
【図１０】図９の指令部における制御を説明するフローチャートである。
【図１１】本発明の第３の実施形態に係る二次電池制御システムの構成を説明するブロッ
ク図である。
【図１２】図１１の指令部における制御を説明するフローチャートである。
【図１３】本発明の第４の実施形態に係る二次電池制御システムの構成を説明するブロッ
ク図である。
【図１４】図１３の指令部における制御を説明するフローチャートである。
【図１５】本発明の第５の実施形態に係る二次電池制御システムの構成を説明するブロッ
ク図である。
【図１６】図１５の指令部における制御を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　〔第１の実施形態〕
　以下、本発明の第１の実施形態に係る二次電池制御システムおよび二電池制御装置につ
いて図１から図８を参照しながら説明する。本実施形態では、図１に示すように、本発明
の二次電池制御システム１および二次電池制御装置１０を、移動が可能な機器２０に搭載
された二次電池２１における充放電を制御するものに適用して説明する。二次電池２１に
おける充放電の制御は、節電（電力の使用抑制）の要請であるデマンドレスポンス（節電
要求：以下「ＤＲ」とも表記する。）に基づいて行われる。例えば、商用電力を供給する
電力事業者４１から二次電池制御装置１０にＤＲが入力される。
【００２６】
　電力事業者４１は電力を取り扱う事業者であり、小売電気事業者であってもよいし、一
般送配電事業者であってもよい。また、節電の要請を行うのは上述の電力事業者４１であ
ってもよいし、リソースアグリゲータであってもよい。
【００２７】
　なお、本実施形態では、移動可能な機器２０としてはノート型ＰＣや、タブレット型Ｐ
Ｃや、スマートフォンや、モバイルルータなどの持ち運びを前提とした情報処理端末であ
る例に適用して説明する。その他にも、持ち運びを前提としていないが設置位置を変更可
能なデスクトップ型ＰＣや、タワー型ＰＣなどの情報処理端末も移動可能な機器２０に含
まれる。さらに、ボルトなどの着脱を前提とした固定具で固定されているものの、当該固
定具を取り除くことにより設置位置を変更可能な情報処理端末も含まれる。その他に、機
器２０は上述のように情報処理端末に限られるものではなく、二次電池２１、管理部２２



(7) JP 6976769 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

、および通知部２３が少なくとも設けられたものであればよく、その種類を限定するもの
ではない。
【００２８】
　二次電池制御システム１には、図１に示すように、複数の機器２０と、二次電池制御装
置１０と、が主に設けられている。本実施形態では複数の機器２０が、ノート型ＰＣや、
タブレット型ＰＣなどの持ち運びを前提とした情報処理端末である例に適用して説明する
。
【００２９】
　本実施形態の機器２０は、上述のように、ＣＰＵ（中央演算処理ユニット）、ＲＯＭ、
ＲＡＭ、入出力インタフェース等を有するノート型ＰＣや、タブレット型ＰＣや、スマー
トフォンや、モバイルルータなどの情報処理端末である。機器２０には、充放電が可能と
されたエネルギーリソースである二次電池２１が搭載されている。
【００３０】
　上述のＲＯＭ等の記憶装置に記憶されているプログラムは、図１に示すように、ＣＰＵ
、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入出力インタフェースを協働させて、二次電池２１における充放電を
管理及び制御する管理部２２、および二次電池２１におけるステータス情報を二次電池制
御装置１０に通知する通知部２３として機能させるものである。
【００３１】
　二次電池２１は、機器２０における動作に用いられる電力を供給するものである。本実
施形態では、二次電池２１がリチウムイオン二次電池である例に適用して説明するが、リ
チウムイオンポリマー二次電池や、鉛蓄電池や、ニッケル・カドミウム蓄電池や、ニッケ
ル・水素電池や、ナトリウム・硫黄電池などの他の形式の充放電が可能なものであっても
よい。また、本実施形態では二次電池２１が、機器２０の内部に搭載される例に適用して
説明するが、機器２０の外部に搭載されてもよい。
【００３２】
　二次電池２１には、分電盤３１、コンセント３２、タップ３３、および、ＡＣ－ＤＣコ
ンバータ３４を介して電力事業者４１から商用電力が供給されている。
　なお、分電盤３１は、電力事業者４１の電力系統と電気的に接続されたものであり、例
えば電気設備技術基準などに基づいて設置されるものである。コンセント３２は、分電盤
３１を電気的に接続されたものであり、電気機器に設けられたプラグの接続に用いられる
差し込み口である。
【００３３】
　タップ３３は、一方の端部にコンセント３２と電気的に接続可能なプラグを有するとと
もに、他方の端部には他の電気機器（本実施形態では機器２０）に設けられたプラグの接
続に用いられる差し込み口が設けられたもの（例えば、ＯＡタップやテーブルタップ）で
ある。ＡＣ－ＤＣコンバータ３４は、一方の端部にタップ３３と電気的に接続可能なプラ
グを有し、他方の端部に機器２０に電気的に接続可能なコネクタを有し、さらに、交流電
流（商用電力）を直流電流に変換する変換器を有するものである。
【００３４】
　管理部２２は、二次電池２１に対する充放電を管理及び制御するとともに、二次電池２
１に関するステータス情報を収集するものである。二次電池２１に対する充放電の制御方
法としては公知の制御方法を用いることができる。充放電制御の内容としては、充電の停
止や、充電の再開（開始）や、充電する時間の制限や、充電する電力を制限する制御や、
充電する時間の延長などが含まれる。
【００３５】
　収集するステータス情報には、二次電池における充電状態（Ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｃｈａ
ｒｇｅ：ＳＯＣ）や、二次電池２１における放電可能電力Ｐｄや、二次電池２１における
放電可能時間Ｔｄや、二次電池２１に充電可能な電力量や、二次電池２１と当該二次電池
２１へ電力の充電を行う充電機との接続状態などを表す情報が含まれる。管理部２２は、
所定の間隔をあけて離散的にステータス情報を取得してもよいし、連続的に取得してもよ
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い。
【００３６】
　通知部２３は、管理部２２が収集したステータス情報を公知の通信網を介して二次電池
制御装置１０に通知するものである。ステータス情報を表す信号は、通知部２３と二次電
池制御装置１０とをつなぐケーブルなどの信号線を介して送信されてもよいし、無線によ
って送信されてもよい。なお、無線による送信形式は、公知の形式を用いることができ特
に限定するものではない。
【００３７】
　本実施形態では二次電池制御装置１０が、ＣＰＵ（中央演算処理ユニット）、ＲＯＭ、
ＲＡＭ、入出力インタフェース等を有するサーバやパーソナルコンピュータなどの情報処
理機器である例に適用して説明する。
【００３８】
　上述のＲＯＭ等の記憶装置に記憶されているプログラムは、図１に示すように、ＣＰＵ
、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入出力インタフェースを協働させて取得部１１、記憶部１２、および
指令部１３として機能させるものである。
【００３９】
　取得部１１は、通知部２３から通知されるステータス情報を表す信号を取得するもので
ある。さらに、電力事業者４１から要請されるＤＲを表す信号を取得するものでもある。
取得部１１は、取得したステータス情報を少なくとも記憶部１２に送り出し、取得したＤ
Ｒを指令部１３に送り出す。
【００４０】
　記憶部１２は、取得部１１により取得されたステータス情報を記憶するものである。記
憶されたステータス情報は、記憶部１２から読み出され、指令部１３へ出力される。また
、記憶部１２には、二次電池２１に制御に用いられる他の情報が記憶されてもよい。
【００４１】
　指令部１３は、電力事業者４１から入力されるＤＲ、および、記憶部１２に記憶された
ステータス情報に基づいて、二次電池２１に対する充電を制御する制御信号を出力するも
のである。二次電池２１に対する充電の制御の詳細については後述する。
【００４２】
　次に、上記の構成からなる二次電池制御システム１および二次電池制御装置１０による
制御について図２および図３を参照しながら説明する。具体的には、機器２０における制
御と、二次電池制御装置１０における制御について説明する。
【００４３】
　なお、機器２０における制御と、二次電池制御装置１０における制御とは、互いに独立
して実行される。言い換えると、機器２０における制御と、二次電池制御装置１０におけ
る制御とは非同期処理である。
【００４４】
　まず機器２０の管理部２２および通知部２３における制御内容について、図２を参照し
ながら説明する。
　制御が開始されると管理部２２は、二次電池２１のＳＯＣの値、機器２０における消費
電力の実績値、および、機器２０の消費電力の定格値の少なくとも一つを取得する処理を
行う（Ｓ１０）。取得したＳＯＣの値などは、機器２０のＲＡＭなどの記憶機器に記憶さ
れる。ＳＯＣの値などを取得する具体的な方法は、公知の取得方法を用いることができ特
に限定するものではない。
【００４５】
　ＳＯＣの値を取得すると管理部２２は、取得したＳＯＣの値など（具体的には、取得し
たＳＯＣの値、機器２０における消費電力の実績値、および、機器２０の消費電力の定格
値の少なくとも一つ）に基づいて二次電池２１における放電可能電力Ｐｄの値を算出する
処理を行う（Ｓ１１）。算出された放電可能電力Ｐｄの値は、機器２０のＲＡＭなどの記
憶機器に記憶される。放電可能電力Ｐｄの値の算出方法としては、公知の算出方法を用い
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ることができ特に限定するものではない。
【００４６】
　さらに、管理部２２は取得したＳＯＣの値および算出した放電可能電力Ｐｄに基づいて
二次電池２１における放電可能時間Ｔｄの値を算出する処理を行う（Ｓ１２）。本実施形
態では、放電可能時間Ｔｄを下記の式を用いて算出する例に適用して説明する。算出され
た放電可能時間Ｔｄの値は、機器２０のＲＡＭなどの記憶機器に記憶される。
【００４７】
【数１】

 
【００４８】
　管理部２２は二次電池２１が電源と接続されているか否かを判定する処理を行う（Ｓ１
３）。言い換えると、電力事業者４１から二次電池２１へ電力の供給が可能な状態とされ
ているか否かを判定する処理を行う。例えば、二次電池２１に対して所定の電圧が印加さ
れているか否かを判定する。なお、二次電池２１が電源と接続されているか否かを判定す
る方法は、上述の方法に限定されるものではなく、公知の各種の方法を用いてもよい。
【００４９】
　Ｓ１３の判定処理において、二次電池２１が電源と接続されていると判定された場合（
ＹＥＳの場合）には、取得したＳＯＣの値が予め定められた下限値ＳＯＣｍｉｎ以上であ
るか否かを判定する処理を行う（Ｓ１４）。下限値ＳＯＣｍｉｎとしては、以下の例を挙
げることができる。
【００５０】
　例えば、定格容量が１００ｋＷｈの二次電池２１の場合において、定格容量の半分（５
０％）を停電などの非常時に備えて常に確保する制御を行うとき、下限値ＳＯＣｍｉｎは
５０％となる。この場合、二次電池２１における利用可能な容量の範囲は５０ｋＷｈから
１００ｋＷｈの間になり、０ｋＷｈから５０ｋＷｈまでは非常時に備えて使用されない。
【００５１】
　また、二次電池２１の劣化を避けることを目的として、深い放電深度を回避する制御が
行われることがある。この場合、下限値ＳＯＣｍｉｎは、二次電池２１の劣化が発生する
深い放電深度にならない値が選定される。
【００５２】
　Ｓ１４の判定処理において、ＳＯＣの値が下限値ＳＯＣｍｉｎ以上であると判定された
場合（ＹＥＳの場合）には、管理部２２は状態Ｓｔａｔｅに１の値を格納し、ＲＡＭなど
の記憶機器に記憶させる処理を行う（Ｓ１５）。
【００５３】
　Ｓ１３の判定処理において二次電池２１が電源と接続されていないと判定された場合（
ＮＯの場合）、または、Ｓ１４の判定処理においてＳＯＣの値が下限値ＳＯＣｍｉｎ未満
と判定された場合（ＮＯの場合）には、管理部２２は状態Ｓｔａｔｅに０の値を格納し、
ＲＡＭなどの記憶機器に記憶させる処理を行う（Ｓ１６）。
【００５４】
　Ｓ１５の処理、または、Ｓ１６の処理が行われた後、管理部２２は、Ｓｔａｔｅ、ＳＯ
Ｃ、Ｐｄ、および、Ｔｄの値を通知する処理を行う（Ｓ１７）。具体的には、通知部２３
に対して、二次電池制御装置１０の取得部１１に向けてＳｔａｔｅ、ＳＯＣ、Ｐｄ、およ
び、Ｔｄの値を出力させる制御信号を公知の通信網を介して出力する。出力されるＳｔａ
ｔｅ、ＳＯＣ、Ｐｄ、および、Ｔｄの値には、機器２０および二次電池２１の少なくとも
一方を識別する識別情報が紐付けされている。
【００５５】
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　Ｓ１７の処理が行われると、管理部２２は再びＳ１０に戻り上述の処理を繰り返し行う
。繰り返し処理は、所定の間隔をあけて行われてもよいし、連続して行われてもよく特に
限定するものではない。
【００５６】
　次に二次電池制御装置１０の取得部１１、記憶部１２および指令部１３における制御内
容について、図３および図４を参照しながら説明する。
　制御が開始されると二次電池制御装置１０は、図３に示すように、通知部２３からＳｔ
ａｔｅ、ＳＯＣ、Ｐｄ、および、Ｔｄの値の入力があるか否かを判定する処理を行う（Ｓ
２０：取得ステップ）。入力があると判定された場合（ＹＥＳの場合）には、取得部１１
に対してＳｔａｔｅ、ＳＯＣ、Ｐｄ、および、Ｔｄの値を取得する処理を行う。取得した
Ｓｔａｔｅ、ＳＯＣ、Ｐｄ、および、Ｔｄの値には、識別情報が紐付けされている。
【００５７】
　Ｓｔａｔｅ、ＳＯＣ、Ｐｄ、および、Ｔｄの値が取得されると、記憶部１２に取得した
Ｓｔａｔｅ、ＳＯＣ、Ｐｄ、および、Ｔｄの値を記憶させる処理を行う（Ｓ２１：記憶ス
テップ）。
【００５８】
　Ｓｔａｔｅ、ＳＯＣ、Ｐｄ、および、Ｔｄの値を記憶させる処理が終わると、または、
Ｓ２０の判定処理において入力がないと判定された場合（ＮＯの場合）には、二次電池２
１を制御する指令処理のサブルーチンを行う（Ｓ２２：指令ステップ）。
【００５９】
　指令処理のサブルーチンにおいて指令部１３は、図４に示すように、電力事業者４１か
らＤＲが入力されているか否かの判定処理を行う（Ｓ３０）。入力があると判定された場
合（ＹＥＳの場合）には、取得部１１によりＤＲを取得する処理を行う。
【００６０】
　ＤＲの取得処理が行われると指令部１３は、状態Ｓｔａｔｅに格納されている値が１で
あるか否かを判定する処理を行う（Ｓ３１）。格納されている値が１と判定された場合（
ＹＥＳの場合）には、指令部１３は二次電池２１への充電を停止させる処理を行う（Ｓ３
２）。
【００６１】
　指令部１３は、１の値が格納された状態Ｓｔａｔｅに紐付けされた機器２０の二次電池
２１を、充電を停止させる候補として抽出する処理を行う。さらに、ＤＲにより要請され
る消費電力の削減量と、候補として抽出された二次電池２１に紐付けされたＳＯＣ、Ｐｄ
、および、Ｔｄの値に基づいて、充電を停止させる二次電池２１を選択する処理を行う。
【００６２】
　指令部１３は、選択した二次電池２１に対応する管理部２２に対して、二次電池２１の
充電を停止させる制御信号を公知の通信網を介して出力する処理を行う。制御信号が入力
された管理部２２は、制御信号の内容に従い、二次電池２１の充電を停止する制御を行う
。二次電池２１の充電を停止する制御としては、機器２０に搭載されている二次電池２１
の管理を行うバッテリ管理アプリケーション（バッテリ管理アプリとも表記する。）を利
用した制御を例示することができる。
【００６３】
　充電停止の処理を行った後、Ｓ３０の判定処理においてＤＲが入力されていないと判定
された場合（ＮＯの場合）、および、Ｓ３１の判定処理において格納されている値が１で
ない場合（ＮＯの場合）には、サブルーチンを終了する。サブルーチンの終了後、図３の
フローチャートにおけるＳ２０に戻り、上述の処理を繰り返し行う。
【００６４】
　上記の構成によれば、二次電池２１に関するステータス情報に基づいて二次電池２１を
選択し、選択した二次電池２１に対して充電を制御する制御信号が出力される。このよう
に充電を制御することにより、二次電池２１において消費される電力の削減を図りやすく
なる。なお、本実施形態では、二次電池２１における充電の制御として、充電を停止させ



(11) JP 6976769 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

る制御を行う例に適用して説明したが、充電を再開（開始）させる制御や、充電する時間
を制限する制御や、充電する時間を延長させる制御などを行ってもよい。
【００６５】
　本実施形態のように機器２０がノート型ＰＣや、タブレット型ＰＣなどの持ち運びを前
提とした情報処理端末の場合、すでに相当数の機器２０が市場に普及している。さらに、
機器２０は、固有の物理構成や通信プロトコルの影響を受けにくい共通のオペレーション
システム（ＯＳ）上で動作する。二次電池２１の充電制御は、当該ＯＳ上で動作するアプ
リケーションにより行われる。二次電池制御装置１０は、上述のＯＳ上で動作するアプリ
ケーションを介して二次電池２１の充電制御を行うため、市場に普及している機器２０に
対して二次電池２１の充電制御を容易に行うことができる。言い換えると、二次電池制御
装置１０の普及性が高くなる。
【００６６】
　また、機器２０が普及している市場には日本国内の市場の他に、海外の市場も含まれる
。そのため、二次電池制御装置１０は、日本国内の機器２０、および、海外の機器２０に
対して二次電池２１の充電制御を行うことができる。言い換えると、二次電池制御装置１
０は、自身が所属する地域の時間帯と異なる時間帯の地域に所属する機器２０に対して二
次電池２１の充電制御を行うことができる。海外の電力取引市場と、日本国内の電力取引
市場が連携した場合、二次電池制御装置１０は、国内外の機器２０を活用することが可能
となる。また、機器２０が所属する地域の時間帯の制限を受けにくくなる。
【００６７】
　なお、上述の実施形態で説明したように管理部２２が二次電池２１の充放電を制御して
もよいし、図５に示す第１変形例のように、管理部２２ＡがＡＣ－ＤＣコンバータ３４Ａ
の通電状態を制御してもよい。
【００６８】
　第１の実施形態の第１変形例に係る二次電池制御システム１Ａの機器２０Ａには、二次
電池２１における充放電を管理するとともに、ＡＣ－ＤＣコンバータ３４Ａの通電状態を
制御する管理部２２Ａが設けられている。また、本変形例のＡＣ－ＤＣコンバータ３４Ａ
は、管理部２２Ａから出力される制御信号に基づいて通電および遮断の状態を切替え制御
可能な構成を有している。管理部２２Ａは、指令部１３から入力された二次電池２１の充
電を停止させる制御信号に基づき、ＡＣ－ＤＣコンバータ３４Ａにおける通電および遮断
の状態を切替える制御を行う。
【００６９】
　さらに図６に示す第２変形例のように、管理部２２Ｂがタップ３３Ｂの通電状態を制御
してもよい。
　第１の実施形態の第２変形例に係る二次電池制御システム１Ｂの機器２０Ｂには、二次
電池２１における充放電を管理するとともに、タップ３３Ｂの通電状態を制御する管理部
２２Ｂが設けられている。また、本変形例のタップ３３Ｂは、管理部２２Ｂから出力され
る制御信号に基づいて通電および遮断の状態を切替え制御可能な構成を有している。管理
部２２Ｂは、指令部１３から入力された二次電池２１の充電を停止させる制御信号に基づ
き、タップ３３Ｂにおける通電および遮断の状態を切替える制御を行う。
【００７０】
　さらに図７に示す第３変形例のように、管理部２２Ｃがコンセント３２Ｃの通電状態を
制御してもよい。
　第１の実施形態の第３変形例に係る二次電池制御システム１Ｃの機器２０Ｃには、二次
電池２１における充放電を管理するとともに、コンセント３２Ｃの通電状態を制御する管
理部２２Ｃが設けられている。また、本変形例のコンセント３２Ｃは、管理部２２Ｃから
出力される制御信号に基づいて通電および遮断の状態を切替え制御可能な構成を有してい
る。管理部２２Ｃは、指令部１３から入力された二次電池２１の充電を停止させる制御信
号に基づき、コンセント３２Ｃにおける通電および遮断の状態を切替える制御を行う。
【００７１】
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　さらに図８に示す第４変形例のように、管理部２２Ｄが分電盤３１Ｄの通電状態を制御
してもよい。具体的には、分電盤３１Ｄに設けられている配線用遮断器や電磁開閉器を制
御することにより通電状態が制御される。以下では、単に分電盤３１Ｄの通電状態を制御
すると表記する。
【００７２】
　第１の実施形態の第４変形例に係る二次電池制御システム１Ｄの機器２０Ｄには、二次
電池２１における充放電を管理するとともに、分電盤３１Ｄの通電状態を制御する管理部
２２Ｄが設けられている。また、本変形例の分電盤３１Ｄは、管理部２２Ｄから出力され
る制御信号に基づいて通電および遮断の状態を切替え制御可能な構成を有している。管理
部２２Ｃは、指令部１３から入力された二次電池２１の充電を停止させる制御信号に基づ
き、分電盤３１Ｄにおける通電および遮断の状態を切替える制御を行う。
【００７３】
　〔第２の実施形態〕
　次に、本発明の第２の実施形態について図９および図１０を参照して説明する。
　本実施形態の二次電池制御システムおよび二電池制御装置の基本構成は、第１の実施形
態と同様であるが、第１の実施形態とは、充電を制御する二次電池の選択方法が異なって
いる。よって、本実施形態においては、図９および図１０を用いて充電を制御する二次電
池の選択に関する説明を行い、その他の説明を省略する。
【００７４】
　本実施形態の二次電池制御システム１０１における二次電池制御装置１１０の指令部１
１３は、図９に示すように、記憶部１２に記憶されたステータス情報に基づいて機器２０
における稼働状況を推定するものであり、推定した稼働状況に基づいて充電を制御する二
次電池２１を選択するものである。指令部１１３における処理内容については後述する。
【００７５】
　次に、上記の構成からなる二次電池制御システム１０１および二次電池制御装置１１０
による制御について図１０を参照しながら説明する。ここでは、二次電池制御装置１１０
における制御について説明する。より具体的には、二次電池２１を制御する指令処理のサ
ブルーチンについて説明する。
【００７６】
　なお、二次電池制御装置１１０における制御のうち、指令処理のサブルーチン以外の制
御、および、機器２０における制御は第１の実施形態と同様であるためその説明を省略す
る。
【００７７】
　指令処理のサブルーチンにおいて指令部１１３は、図１０に示すように、電力事業者４
１からＤＲが入力されているか否かの判定処理を行う（Ｓ３０）。入力があると判定され
た場合（ＹＥＳの場合）には、取得部１１によりＤＲを取得する処理を行う。
【００７８】
　ＤＲの取得処理が行われると指令部１１３は、状態Ｓｔａｔｅに格納されている値が１
であるか否かを判定する処理を行う（Ｓ３１）。格納されている値が１と判定された場合
（ＹＥＳの場合）には、指令部１１３は機器２０の以後の稼働状況を推定する演算処理を
行う（Ｓ１３２）。
【００７９】
　指令部１１３は、記憶部１２から記憶されている所定の二次電池２１のステータス情報
および当該ステータス情報に紐付けされている時刻情報を取得する処理を行う。指令部１
１３は、取得した複数のステータス情報および時刻情報に基づいて、当該二次電池２１に
おける放電および充電の実績パターンを解析して求める演算処理を行う。
【００８０】
　求められた実績パターンは当該二次電池２１が搭載された機器２０における稼働状況の
実績としてみなすことが可能である。求められた機器２０における稼働状況の実績に基づ
いて、指令部１１３は以後の機器２０の稼働状況を推定する演算処理を行う。
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【００８１】
　機器２０の以後の稼働状況を推定が行われると、指令部１１３は、充電を停止させる二
次電池２１を選択する処理を行う（Ｓ１３３）。二次電池２１の選択では、推定された機
器２０の稼働状況が用いられる。例えば、二次電池２１の充電を停止させる期間において
、機器２０の稼働状況が所定の閾値以上になる（言い換えると、機器２０の稼働率が所定
の閾値よりも高い）と推定された機器２０に搭載された二次電池２１が選択される。
【００８２】
　充電を停止させる二次電池２１が選択されると、指令部１１３は、選択した二次電池２
１が搭載された機器２０の管理部２２に対して、充電を停止させる制御信号を出力する処
理を行う（Ｓ１３４）。
【００８３】
　充電停止の処理を行った後、Ｓ３０の判定処理においてＤＲが入力されていないと判定
された場合（ＮＯの場合）、および、Ｓ３１の判定処理において格納されている値が１で
ない場合（ＮＯの場合）には、サブルーチンを終了する。サブルーチンの終了後は、第１
の実施形態と同様に、図３のフローチャートにおけるＳ２０に戻り、上述の処理を繰り返
し行う。
【００８４】
　上記の構成によれば、二次電池２１が搭載される機器２０における稼働状況を推定し、
推定した稼働状況に基づいて二次電池２１を選択することにより、ステータス情報のみに
基づいて二次電池２１を選択する場合と比較して、消費電力の削減を図りやすくなる。
【００８５】
　〔第３の実施形態〕
　次に、本発明の第３の実施形態について図１１および図１２を参照して説明する。
　本実施形態の二次電池制御システムおよび二電池制御装置の基本構成は、第１の実施形
態と同様であるが、第１の実施形態とは、指令処理のサブルーチンの内容が異なっている
。よって、本実施形態においては、図１１および図１２を用いて指令処理のサブルーチン
の内容などを説明し、その他の説明を省略する。
【００８６】
　本実施形態の二次電池制御システム２０１における二次電池制御装置２１０の指令部２
１３は、図１１に示すように、充電を停止させる制御信号を出力した二次電池２１におい
て充電を停止させる制御が行われない場合には、当該二次電池２１とは異なる他の二次電
池２２１を選択するものである。指令部２１３における処理内容については後述する。
【００８７】
　本実施形態の機器２０における管理部２２２は、機器２０の稼働状況に応じて指令部２
１３から入力された制御信号に基づいて、二次電池２１の充電を停止させるか否かを判定
するものである。指令部２１３における処理内容については後述する。
【００８８】
　次に、上記の構成からなる二次電池制御システム２０１および二次電池制御装置２１０
による制御について図１２を参照しながら説明する。ここでは、二次電池制御装置２１０
における制御について説明する。より具体的には、二次電池２１を制御する指令処理のサ
ブルーチンについて説明する。
【００８９】
　なお、二次電池制御装置２１０における制御のうち、指令処理のサブルーチン以外の制
御、および、機器２２０における指令処理のサブルーチンと関連がない制御は第１の実施
形態と同様であるためその説明を省略する。
【００９０】
　指令処理のサブルーチンにおいて指令部２１３は、図１２に示すように、電力事業者４
１からＤＲが入力されているか否かの判定処理を行う（Ｓ３０）。入力があると判定され
た場合（ＹＥＳの場合）には、取得部１１によりＤＲを取得する処理を行う。
【００９１】
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　ＤＲの取得処理が行われると指令部２１３は、状態Ｓｔａｔｅに格納されている値が１
であるか否かを判定する処理を行う（Ｓ３１）。格納されている値が１と判定された場合
（ＹＥＳの場合）には、指令部２１３は二次電池２１への充電を停止させる処理を行う（
Ｓ３２）。
【００９２】
　Ｓ３２の処理により、指令部２１３は選択した二次電池２１に対応する管理部２２２に
対して充電を停止させる制御信号を出力する。その後指令部２１３は、制御信号を出力し
た管理部２２２が充電を停止したか否かを判定する処理を行う（Ｓ２３３）。
【００９３】
　本実施形態では、制御信号が入力された管理部２２２が出力する信号に基づいて、管理
部２２２が充電を停止したか否かを判定する処理を行う例に適用して説明する。管理部２
２２は、入力された制御信号に基づいて充電を停止した場合には停止を表す回答信号を出
力し、充電の停止を行わなかった場合には停止の拒否を表す回答信号を出力する。管理部
２２２は、管理部２２２が出力する回答信号に基づいて判定処理を行う。
【００９４】
　なお、管理部２２２が充電の停止を行わない場合としては、機器２０の使用者によって
充電の停止を禁止する設定が行われている場合や、二次電池２１のＳＯＣが予め定められ
た所定の値未満である場合など、種々の場合を例示することができる。
【００９５】
　Ｓ２３３の判定処理において二次電池２１の充電が停止されていない場合（ＮＯの場合
）には、指令部２１３は、他の二次電池（他の充放電部）２２１を選択する処理を行う（
Ｓ２３４）。選択する他の二次電池２２１の数は、充電が停止されていない二次電池２１
における消費電力の削減量に基づいて定められる。指令部２１３は、選択した他の二次電
池２２１に対して充電を停止させる制御信号を出力する。その後、Ｓ２３３の充電が停止
されたか否かを判定する処理を、再び行う。
【００９６】
　なお、本実施形態では、他の二次電池２２１を選択する例に適用して説明したが、二次
電池２１に限定されるものではなく、キャパシタなどの電力を蓄えることができる他のエ
ネルギーソースを選択してもよい。
【００９７】
　Ｓ３０の判定処理においてＤＲが入力されていないと判定された場合（ＮＯの場合）、
Ｓ３１の判定処理において格納されている値が１でない場合（ＮＯの場合）、Ｓ２３３の
判定処理において二次電池２１の充電が停止していると判定された場合（ＹＥＳの場合）
には、サブルーチンを終了する。サブルーチンの終了後、図３のフローチャートにおける
Ｓ２０に戻り、上述の処理を繰り返し行う。
【００９８】
　上記の構成によれば、選択された二次電池２１において制御信号に基づく充電制御が行
われない場合には他の二次電池２２１が選択される。他の二次電池の選択を行わない場合
と比較すると、他の二次電池２２１を選択することにより消費電力の削減を図りやすくな
る。
【００９９】
　〔第４の実施形態〕
　次に、本発明の第４の実施形態について図１３および図１４を参照して説明する。
　本実施形態の二次電池制御システムおよび二電池制御装置の基本構成は、第１の実施形
態と同様であるが、第１の実施形態とは、指令処理のサブルーチンの内容が異なっている
。よって、本実施形態においては、図１３および図１４を用いて指令処理のサブルーチン
の内容などを説明し、その他の説明を省略する。
【０１００】
　本実施形態の二次電池制御システム３０１における二次電池制御装置３１０の指令部３
１３は、図１３に示すように、制御信号が要求する消費電力の削減量、および、制御信号
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に基づく充電の制御によって削減された消費電力量の実績値に基づいて、それぞれの二次
電池２１において削減可能な消費電力量を推定し、推定した削減可能な消費電力量に基づ
いて二次電池２１を選択する処理を行うものである。指令部３１３における処理内容につ
いては後述する。
【０１０１】
　次に、上記の構成からなる二次電池制御システム３０１および二次電池制御装置３１０
による制御について図１４を参照しながら説明する。ここでは、二次電池制御装置３１０
における制御について説明する。より具体的には、二次電池２１を制御する指令処理のサ
ブルーチンについて説明する。
【０１０２】
　なお、二次電池制御装置３１０における制御のうち、指令処理のサブルーチン以外の制
御、および、機器２０における指令処理のサブルーチンと関連がない制御は第１の実施形
態と同様であるためその説明を省略する。
【０１０３】
　指令処理のサブルーチンにおいて指令部３１３は、図１４に示すように、電力事業者４
１からＤＲが入力されているか否かの判定処理を行う（Ｓ３０）。入力があると判定され
た場合（ＹＥＳの場合）には、取得部１１によりＤＲを取得する処理を行う。
【０１０４】
　ＤＲの取得処理が行われると指令部３１３は、状態Ｓｔａｔｅに格納されている値が１
であるか否かを判定する処理を行う（Ｓ３１）。格納されている値が１と判定された場合
（ＹＥＳの場合）には、指令部３１３は充電を停止させる二次電池２１を選択する処理を
行う（Ｓ３３２）。
【０１０５】
　指令部３１３は、それぞれの二次電池２１について、記憶部１２に記憶されている制御
信号が要求する消費電力の削減量、および、当該制御信号に基づく充電の制御によって削
減された消費電力量の実績値を取得する処理を行う。指令部３１３は、取得したこれらの
値に基づいてそれぞれの二次電池２１について、消費電力の削減を要求した際に実際に削
減される消費電力量（反応量とも表記する。）を推定する演算処理を行う。
【０１０６】
　反応量を推定するにあたり指令部３１３は、それぞれの二次電池２１について下記の式
により求められる係数を求める演算処理を行う。求められた係数と、要求される消費電力
の量に基づいて反応量の推定を行う。
【０１０７】
【数２】

 
【０１０８】
　なお、上述のＤＲの要請に応じて削減した消費電力量の実績値は、指令部３１３から出
力された制御信号に基づく充電の制御によって実際に削減された消費電力量を意味する。
ＤＲにより要求された消費電力量は、指令部３１３から出力された制御信号による充電の
制御で削減される消費電力量の理論値を意味する。
【０１０９】
　指令部３１３は、電力事業者４１から入力されるＤＲの値と、上述の演算処理により求
められるそれぞれの二次電池２１における反応量と、に基づいて、充電を停止させる二次
電池２１を選択する処理を行う。
【０１１０】
　充電を停止させる二次電池２１の選択処理が行われると、指令部３１３は、選択した二
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次電池２１に対して充電を停止させる制御信号を出力する処理を行う（Ｓ３３３）。具体
的には、機器２０の管理部２２に対して算出した反応量に基づいて生成した充電を停止さ
せる制御信号を出力する処理を行う。管理部２２は、入力された制御信号に基づいて二次
電池２１の充電を停止させる制御を行う。
【０１１１】
　充電停止の処理を行った後、Ｓ３０の判定処理においてＤＲが入力されていないと判定
された場合（ＮＯの場合）、および、Ｓ３１の判定処理において格納されている値が１で
ない場合（ＮＯの場合）には、サブルーチンを終了する。サブルーチンの終了後は、第１
の実施形態と同様に、図３のフローチャートにおけるＳ２０に戻り、上述の処理を繰り返
し行う。
【０１１２】
　上記の構成によれば、制御信号が要求する消費電力の削減量、および、制御信号に基づ
く充電の制御によって削減された消費電力量に基づいて、それぞれの二次電池２１におい
て削減可能な消費電力量を推定する。この推定に基づいて二次電池２１を選択することに
より、削減可能な消費電力量の推定を行わない場合と比較して消費電力の削減を図りやす
くすることができる。
【０１１３】
　〔第５の実施形態〕
　次に、本発明の第５の実施形態について図１５および図１６を参照して説明する。
　本実施形態の二次電池制御システムおよび二電池制御装置の基本構成は、第１の実施形
態と同様であるが、第１の実施形態とは、指令処理のサブルーチンの内容が異なっている
。よって、本実施形態においては、図１５および図１６を用いて指令処理のサブルーチン
の内容などを説明し、その他の説明を省略する。
【０１１４】
　本実施形態の二次電池制御システム４０１における二次電池制御装置４１０の指令部４
１３は、図１５に示すように、それぞれの二次電池２１について、後述する位置情報で示
される配置位置が、特定場所情報で示される特定の場所に含まれるか否かに基づいて削減
可能な消費電力量を推定し、推定した削減可能な消費電力量に基づいて二次電池２１を選
択する処理を行うものである。指令部４１３における処理内容については後述する。
【０１１５】
　二次電池制御システム４０１における機器４２０には、機器４２０が配置されている位
置の情報である位置情報を取得する測定部４２４が設けられている。本実施形態では、測
定部４２４がＧｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍに代表される衛星位
置測位システムを利用して位置を測定するものである例に適用して説明する。
【０１１６】
　なお、測定部４２４としては機器４２０が配置されている位置を測定できるものであれ
ばよく、上述の衛星位置測位システムの他に、機器４２０について付与されたネットワー
クアドレスに基づいて配置位置の情報を取得するものであってもよい。
【０１１７】
　次に、上記の構成からなる二次電池制御システム４０１および二次電池制御装置４１０
による制御について図１６を参照しながら説明する。ここでは、二次電池制御装置４１０
における制御について説明する。より具体的には、二次電池２１を制御する指令処理のサ
ブルーチンについて説明する。
【０１１８】
　なお、二次電池制御装置４１０における制御のうち、指令処理のサブルーチン以外の制
御、および、機器２０における制御は第１の実施形態と同様であるためその説明を省略す
る。
【０１１９】
　指令処理のサブルーチンにおいて指令部４１３は、図１６に示すように、電力事業者４
１からＤＲが入力されているか否かの判定処理を行う（Ｓ３０）。入力があると判定され
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た場合（ＹＥＳの場合）には、取得部１１によりＤＲを取得する処理を行う。
【０１２０】
　ＤＲの取得処理が行われると指令部４１３は、状態Ｓｔａｔｅに格納されている値が１
であるか否かを判定する処理を行う（Ｓ３１）。格納されている値が１と判定された場合
（ＹＥＳの場合）には、指令部４１３は充電を停止させる二次電池２１を選択する処理を
行う（Ｓ４３２）。
【０１２１】
　指令部４１３は、それぞれの二次電池２１について、測定部４２４から位置情報を取得
する処理を行う。さらに、それぞれの二次電池２１について、記憶部１２に予め記憶され
ている特定場所情報を取得する処理を行う。
【０１２２】
　ここで、特定場所情報は、二次電池２１が搭載されている機器４２０について予め設定
された特定の場所を表す情報である。特定の場所は、二次電池２１の充電が行われる場所
、または、他の場所と比較して容易に充電を行うことができる場所である。本実施形態で
は、特定の場所が、機器４２０の使用者によって予め登録されたものである例に適用して
説明する。
【０１２３】
　位置情報および特定場所情報を取得すると指令部４１３は、それぞれの二次電池２１に
ついて、位置情報で示される配置位置が、特定場所情報で示される特定の場所に含まれる
か否かの判定処理を行う。指令部４１３は、判定処理により配置位置が特定の場所に含ま
れると判定される二次電池２１に対して、第４の実施形態と同様に反応量を推定する演算
処理を行う。
【０１２４】
　指令部４１３は、電力事業者４１から入力されるＤＲの値と、上述の演算処理により求
められるそれぞれの二次電池２１における反応量と、に基づいて、充電を停止させる二次
電池２１を選択する処理を行う。
【０１２５】
　充電を停止させる二次電池２１の選択処理が行われると、指令部４１３は、選択した二
次電池２１に対して充電を停止させる制御信号を出力する処理を行う（Ｓ４３３）。具体
的には、機器２０の管理部２２に対して算出した反応量に基づいて生成した充電を停止さ
せる制御信号を出力する処理を行う。管理部２２は、入力された制御信号に基づいて二次
電池２１の充電を停止させる制御を行う。
【０１２６】
　充電停止の処理を行った後、Ｓ３０の判定処理においてＤＲが入力されていないと判定
された場合（ＮＯの場合）、および、Ｓ３１の判定処理において格納されている値が１で
ない場合（ＮＯの場合）には、サブルーチンを終了する。サブルーチンの終了後は、第１
の実施形態と同様に、図３のフローチャートにおけるＳ２０に戻り、上述の処理を繰り返
し行う。
【０１２７】
　上記の構成によれば、二次電池２１の配置位置、および、予め定められた特定の場所に
基づいて削減可能な消費電力量を推定し、推定に基づいて二次電池２１を選択する。これ
により、推定しない場合と比較して消費電力の削減を図りやすくなる。
【０１２８】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。例えば、本発明を上記の実
施形態に適用したものに限られることなく、これらの実施形態を適宜組み合わせた実施形
態に適用してもよく、特に限定するものではない。
【符号の説明】
【０１２９】
　１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１０１，２０１，３０１，４０１…二次電池制御システ
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ム、１０，１１０，２１０，３１０，４１０…二次電池制御装置、１１…取得部、１２…
記憶部、１３，１１３，２１３，３１３…指令部、２０，２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃ，２０
Ｄ，４２０…機器、２１…二次電池、２２，２２Ａ，２２Ｂ，２２Ｃ，２２Ｄ，２２２…
管理部、２３…通知部、２２１…他の二次電池（他の充放電部）、４２４…測定部、Ｓ２
０…取得ステップ、Ｓ２１…記憶ステップ、Ｓ２２…指令ステップ

【図１】 【図２】



(19) JP 6976769 B2 2021.12.8

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(20) JP 6976769 B2 2021.12.8

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】



(21) JP 6976769 B2 2021.12.8

【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】



(22) JP 6976769 B2 2021.12.8

【図１６】



(23) JP 6976769 B2 2021.12.8

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１６－１４９８３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１５／１５１２７８（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１７－０７０１５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－１１６０３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－１９６０２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１１／１６１７５８（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０２Ｊ３／００－５／００
              Ｈ０２Ｊ７／００－７／１２
              Ｈ０２Ｊ７／３４－７／３６
              Ｈ０２Ｊ１３／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

